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40年ぶりの⼤改正
2027年、労働基準法が⼤幅に改正される⾒込みとなっています。（2026年通常国会で審議予定）

テレワーク、副業・兼業の普及、労働者の健康確保等、現⾏法が想定していない働き⽅に対応するための改正です。

改正の主なポイント
•連続勤務の上限規制︓14日以上の連続勤務を禁止
•勤務間インターバル制度の義務化︓原則11時間の休息を確保
•法定休日の特定義務化︓就業規則で休日を明確に定める必要あり
•有給休暇の賃⾦算定⽅法の統⼀︓「通常賃⾦⽅式」が原則化
•「つながらない権利」の導⼊︓勤務時間外の連絡を制限するガイドライン策定
•副業・兼業者の割増賃⾦ルール⾒直し︓通算計算の廃止⽅向（健康管理は通算維持）
•週44時間特例の廃⽌︓すべて週40時間制へ統一
•労働者の定義拡⼤︓フリーランスやプラットフォームワーカーも対象に

「つながらない権利」って︖
「つながらない権利」とは︖
勤務時間外に会社からの連絡や業務指⽰に縛られず、労働者が休息や私⽣活を確保できる権利のことです。
改正労基法でガイドラインが策定される予定で、企業は就業規則や社内ルールに反映する必要があります。
つながらない権利の背景
テレワークやスマホ普及により、勤務時間外でもメール・チャット・電話が届く状況が常態化しました。その影響から
過労やメンタル不調に⾄り、離職の原因となるケースが増加することとなりました。欧州では既に導⼊例があり、
日本でも労働者の健康確保の観点から議論されてきました。
改正労基法での位置づけ
勤務時間外の業務連絡を制限するガイドラインが策定されるます。法律上の「義務」ではなく、まずは 指針

（ガイドライン）として企業に対応を促す形となりますが、就業規則や社内ルールに「勤務時間外の連絡は原則
禁止」と明記することが推奨されます。

企業が注意すべき点
•勤怠管理の厳格化︓システム改修や運⽤ルールの⾒直しが必須
•就業規則の改訂︓休日・休暇の明確化、インターバル制度の導⼊
•人件費増加の可能性︓割増賃⾦や⼈員増加への対応が必要
•副業・兼業者への対応︓労務管理の複雑化に備え、ガイドライン整備
•組織運営の⾒直し︓従業員に対し説明会を開くなどの指導も⼤切

︓同時に上司の意識改⾰も必要

改定の背景をふまえ ポジティブに捉えてみましょう︕
今回の改正は「負担」ではなく、働き⽅を⾒直し、優秀な⼈材を

惹きつけるチャンスと捉え、早めの準備で競争⼒を⾼めましょう。

労務管理、就業規則の改定のお⼿伝いもできます。お気軽にお声掛け
ください。今年もあと一か⽉。忙しくなってくると思いますが、どうぞ安全と健
康を第一に、無理しすぎないよう頑張りましょう︕やはりインフルエンザが流
⾏しているようです。くれぐれもご⾃愛くださいませ。（浅井）
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12月の税務と労務12月（師走）DECEMBER

国　税／�給与所得者の年末調整
� 今年最後の給与を支払う時
国　税�／�給与所得者の次の申告書の

提出
　　　・�基礎控除申告書 兼 配偶者控

除等申告書 兼 特定親族特別
控除申告書 兼 所得金額調整
控除申告書

　　　・保険料控除申告書�
　　　・�住宅借入金等特別控除申告書
� 今年最後の給与を支払う前日
国　税／�11月分源泉所得税の納付� �

� 12月10日

国　税／�10月決算法人の確定申告� �
（法人税・消費税等）�1月5日

国　税／�4月決算法人の中間申告� �
� 1月5日

国　税／�1月、4月、7月決算法人の
消費税の中間申告（年3回
の場合）� 1月5日

地方税／�固定資産税（都市計画税）�
第3期分の納付� �
� 市町村の条例で定める日

労　務／�健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届� �
� 支払後5日以内

　補助金申請や社会保険手続、各種認可申請など、対応した手続
に1つのID・パスワードでログインできる事業者向け共通認証シ
ステム。今後、法人についてGビズIDを用いてe-Taxにログイン
することが可能となる予定です。なお、この場合には電子署名や
電子証明書の送信不要で手軽に利用できるようになります。



12 月号─2

業
者
に
つ
い
て
は
、
運
転
者
の
過

労
運
転
を
防
止
す
る
た
め
「
交
替

運
転
者
の
配
置
基
準
」（
国
土
交

通
省
）を
順
守
。

⑵
　
適
正
な
走
行
計
画
の
作
成

　
走
行
計
画
（
走
行
開
始
・
終
了
の

地
点
や
日
時
、
走
行
時
に
注
意
を
要

す
る
箇
所
な
ど
を
記
載
）を
作
成
し
、

運
転
者
に
適
切
な
指
示
を
し
ま
す
。

　
デ
ジ
タ
ル
式
運
行
記
録
計
（
デ
ジ

タ
ル
・
タ
コ
グ
ラ
フ
）
を
備
え
た
自

動
車
を
使
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
記

録
を
安
全
運
転
指
導
等
に
活
用
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
で
し
ょ
う
。

⑶
　
点
呼
の
実
施
な
ど

　
疾
病
、
疲
労
、
飲
酒
な
ど
で
安
全

な
運
転
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
な
い

か
、
乗
務
を
開
始
さ
せ
る
前
に
点
呼

に
よ
っ
て
、
報
告
を
求
め
、
結
果
を

記
録
し
ま
す
。

　
睡
眠
不
足
や
体
調
不
良
な
ど
で
正

常
な
運
転
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ

る
場
合
は
、
運
転
業
務
に
就
か
せ
な

い
な
ど
、必
要
な
対
策
を
取
り
ま
し
ょ

う
。

⑷
　
荷
役
作
業
を
行
わ
せ
る
場
合

　
事
前
に
荷
役
作
業
の
有
無
、
運
搬

物
の
重
量
な
ど
を
確
認
し
、
運
転
者

の
疲
労
に
配
慮
し
た
十
分
な
休
憩
時

間
を
確
保
し
ま
す
。

⑵
　
交
通
安
全
情
報
マ
ッ
プ
の
作
成

　
交
通
事
故
発
生
情
報
、デ
ジ
タ
ル
・

タ
コ
グ
ラ
フ
や
ド
ラ
イ
ブ
・
レ
コ
ー

ダ
ー
の
記
録
、
交
通
事
故
の
危
険
を

感
じ
た
事
例（
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
事
例
）

に
基
づ
き
、
危
険
な
箇
所
、
注
意
事

項
を
示
し
た
交
通
安
全
情
報
マ
ッ
プ

の
作
成
、
配
布
・
掲
示
な
ど
を
行
い
、

運
転
者
の
注
意
喚
起
を
図
り
ま
し
ょ

う
。

六六��

　荷
主
・
元
請
事
業
者
に
よ
る

　荷
主
・
元
請
事
業
者
に
よ
る

配
慮
配
慮

　
荷
主
と
運
送
業
の
元
請
事
業
者

は
、
交
通
労
働
災
害
防
止
を
考
慮
し

た
適
切
で
安
全
な
運
行
の
た
め
、
事

業
者
と
協
働
し
て
次
の
よ
う
な
事
項

に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

①
　
過
積
載
運
行
を
防
止
す
る
た

め
、
実
際
に
荷
を
運
搬
す
る
事
業

者
に
協
力
す
る
。

②
　
到
着
時
間
の
遅
延
が
見
込
ま
れ

る
場
合
、
到
着
時
間
の
再
設
定
、

ル
ー
ト
変
更
を
行
う
。
ま
た
、
到

着
時
間
の
遅
延
が
あ
っ
た
と
き
に
、

実
際
に
荷
を
運
搬
す
る
事
業
者
に

対
し
て
、
不
当
に
不
利
益
な
取
扱

い
を
行
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す

る
。

③
　
荷
主
・
元
請
事
業
者
は
、
改
善

基
準
告
示
に
違
反
し
、
安
全
な
走

行
が
で
き
な
い
可
能
性
が
高
い
発

注
を
し
な
い
よ
う
に
し
、
無
理
な

運
行
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、

到
着
時
間
の
見
直
し
等
を
行
う
な

ど
協
力
し
て
安
全
運
行
を
確
保
す

る
。

④
　
荷
主
・
元
請
事
業
者
は
、
荷
積

み
・
荷
卸
し
作
業
の
遅
延
で
予
定

時
間
に
出
発
で
き
な
い
場
合
、
到

着
時
間
の
再
設
定
を
し
、
荷
主
の

敷
地
内
で
待
機
で
き
る
よ
う
に
す

る
。

七
　健
康
管
理
そ
の
他

七
　健
康
管
理
そ
の
他

⑴
　
健
康
管
理

　
交
通
労
働
災
害
の
防
止
に
は
、
運

転
者
の
健
康
管
理
が
欠
か
せ
ま
せ

ん
。
健
康
診
断
の
実
施
、
長
時
間
の

時
間
外
・
休
日
労
働
を
行
っ
た
運
転

手
へ
の
面
接
指
導
や
労
働
時
間
の
短

縮
、
心
身
両
面
に
わ
た
る
健
康
の
保

持
増
進
を
行
い
ま
す
。

⑵
　
そ
の
他
の
留
意
点

　
異
常
気
象
や
天
災
の
場
合
の
対
応

指
示
、
走
行
前
の
自
動
車
の
点
検
、

安
全
装
置
の
整
備
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
面
か
ら
交
通
労
働
災
害
の
防
止
措

置
を
講
じ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
荷
役
作
業
に
よ
る
運
転
者
の
身
体

負
荷
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
台
車
そ

の
他
の
適
切
な
荷
役
用
具
・
設
備
の

備
え
付
け
、
安
全
な
荷
役
作
業
方
法

に
つ
い
て
の
教
育
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

　
貨
物
自
動
車
に
荷
を
積
載
し
て
走

行
さ
せ
る
場
合
は
、
最
大
積
載
量
の

超
過
、
偏
荷
重
、
荷
崩
れ
又
は
荷
の

落
下
防
止
に
注
意
を
要
し
ま
す
。

四
　教
育
の
実
施

四
　教
育
の
実
施

　
交
通
労
働
災
害
防
止
の
た
め
に

は
、
雇
入
れ
時
等
の
教
育
、
日
常
の

教
育
や
指
導
も
重
要
で
す
。

　
交
通
法
規
、
運
転
時
の
注
意
事
項

の
ほ
か
、
運
転
日
前
日
の
十
分
な
睡

眠
時
間
確
保
、
飲
酒
に
よ
る
運
転
へ

の
影
響
、
睡
眠
時
無
呼
吸
症
候
群
等

の
適
切
な
治
療
、
体
調
の
維
持
等
の

必
要
性
に
関
す
る
事
項
な
ど
の
教
育

を
行
い
ま
し
ょ
う
。

五五��

　交
通
労
働
災
害
防
止
に
対
す
る

　交
通
労
働
災
害
防
止
に
対
す
る

意
識
の
高
揚

意
識
の
高
揚

⑴
　
交
通
労
働
災
害
防
止
に
対
す
る

意
識
の
高
揚

　
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
、
表
彰
制
度
、

交
通
労
働
災
害
防
止
大
会
の
開
催
な

ど
に
よ
り
、
運
転
者
の
意
識
の
高
揚

を
図
り
ま
し
ょ
う
。

た
。
か
つ
て
健
康
保
険
が
任
意
だ
っ

た
時
代
、
健
康
保
険
の
加
入
者
は
、

他
の
人
に
比
べ
病
気
に
な
り
や
す
い

傾
向
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

保
険
会
社
と
し
て
は
、
と
り
わ
け
健

康
な
人
に
加
入
し
て
欲
し
い
け
れ
ど

も
、
実
際
に
は
保
険
会
社
に
と
っ
て

不
利
な
タ
イ
プ
の
人
ば
か
り
加
入
す

る
わ
け
で
す
か
ら
、逆
選
択
に
な
る
。

「
逆
」
と
は
、
保
険
会
社
の
利
益
に

逆
ら
っ
て
と
い
う
意
味
（
不
利
益
選

択
）で
す
。

　
順
を
追
っ
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

①
　
保
険
に
入
ら
な
く
て
も
困
ら
な

い
の
は
、
ほ
と
ん
ど
病
気
に
縁
の

な
い
人
で
す
。

②
　
情
報
の
非
対
称
性
に
よ
り
、
全

員
に
同
じ
保
険
料
を
提
示
す
る

と
、
最
初
に
脱
退
す
る
人
は
健
康

に
自
信
が
あ
る
人
で
す
。

③
　
健
康
な
人
達
が
保
険
に
入
ら
な

い
と
な
る
と
、
保
険
料
を
値
上
げ

し
ま
す
。

④
　
す
る
と
、
今
度
は
少
し
健
康
に

自
信
が
あ
る
タ
イ
プ
の
人
も
、
保

険
料
が
高
騰
し
た
こ
と
か
ら
保
険

に
入
ら
な
く
な
り
ま
す
。

⑤
　
結
果
と
し
て
、
健
康
な
人
が
保

険
か
ら
抜
け
る
た
び
に
保
険
料
が

上
が
り
、
最
終
的
に
は
不
健
康
な

　
こ
の
よ
う
に
、
重
要
な
意
味
を
持

つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
明
確
で
な
い
情

報
を
、
経
済
学
で
は「
不
完
全
情
報
」

と
呼
び
ま
す
。

　
ま
た
、
取
引
に
お
い
て
一
部
の
人

（
A
君
）
が
知
っ
て
い
る
情
報
を
、

他
の
人
（
採
用
担
当
者
）
が
知
ら
な

い
場
合
の
こ
と
を
、
情
報
の
「
非
対

称
性
」と
も
言
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
で
何
が
起
こ
り
、

そ
し
て
ど
う
対
応
す
べ
き
か
を
考
え

る
の
が「
情
報
の
経
済
学
」で
す
。

　
情
報
の
非
対
称
性
は
、
そ
れ
が
取

引
の
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
（
逆
選

択
）
か
、
あ
る
い
は
取
引
が
始
ま
っ

て
か
ら
発
生
す
る
（
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー

ド
）
か
で
、
対
応
に
大
き
な
違
い
が

出
て
き
ま
す
。

　
以
下
で
は
、「
逆
選
択
」
に
焦
点

を
当
て
て
説
明
し
ま
す
。

１
　
逆
選
択
の
事
例
・
健
康
保
険

１
　
逆
選
択
の
事
例
・
健
康
保
険

　
逆
選
択
が
起
こ
る
典
型
的
な
状
況

は
、財（
商
品
）や
サ
ー
ビ
ス
の
性
質
・

能
力
に
つ
い
て
、
提
供
す
る
側
（
売

り
手
）
は
知
っ
て
い
る
の
に
、
提
供

さ
れ
る
側
（
買
い
手
）
に
は
分
か
ら

な
い
時
で
す
。

　
こ
の
概
念
は
、
健
康
保
険
の
事
例

か
ら
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

　
財
や
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
情
報
に

は
、
経
済
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を

持
つ
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
例
え
ば
、
来
年
大
学
を
卒
業
す
る

学
生
A
君
が
B
社
を
訪
問
し
、
面

接
を
受
け
た
と
し
ま
す
。

採
用
担
当
者
「
あ
な
た
は
、
弊
社
を

第
一
希
望
に
選
ん
で
い
る
の
で
し

ょ
う
か
？
」

A
君「
ハ
イ
、
そ
う
考
え
て
い
ま
す
」

　
こ
の
と
き
、
採
用
担
当
者
は
A

君
が
本
当
に
第
一
希
望
と
し
て
受
け

て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
他
社
が
不

合
格
だ
っ
た
場
合
の
保
険
と
し
て
受

け
て
い
る
の
か
、
分
か
り
ま
せ
ん
。

人
だ
け
が
保
険
に
加
入
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
社
会
全
体
で
見
れ
ば
、
全

員
が
保
険
に
入
り
続
け
た
方
が
望
ま

し
く
、
健
康
保
険
を
使
わ
な
い
人
も

一
部
に
は
損
を
し
ま
す
が
、
大
半
の

人
は
得
を
し
ま
す
。
こ
れ
が
「
強
制

保
険
」の
存
在
意
義
で
す
。

２
　
逆
選
択
の
理
論

２
　
逆
選
択
の
理
論

　
逆
選
択
の
考
え
方
を
最
初
に
指
摘

し
た
の
は
、経
済
学
者
の
ジ
ョ
ー
ジ
・

ア
カ
ロ
フ
で
す
。

　
ア
メ
リ
カ
の
中
古
自
動
車
市
場
で

は「
質
の
悪
い
中
古
車
」と「
質
の
良

い
中
古
車
」
が
混
在
し
、
多
く
の
人

が
質
の
悪
い
中
古
車
を
つ
か
ま
さ
れ

た
と
感
じ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　
ア
カ
ロ
フ
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
以
下
の
よ
う
に
理
論
を
展
開
し
ま

す
。

①
　
中
古
車
の
半
分
は
質
が
良
く
、

残
り
の
半
分
は
悪
い
と
仮
定
し
ま

す
。

　
　
質
の
良
い
車
は
元
の
所
有
者
に

と
っ
て
80
万
円
の
価
値
が
あ
り
、

買
い
手
は
そ
れ
に
１
０
０
万
円
を

支
払
い
ま
す
。

　
　
一
方
、
質
の
悪
い
車
の
場
合
、

元
の
所
有
者
は
20
万
円
の
価
値
し

～情報の非対称性～～情報の非対称性～
逆選択について逆選択について
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例
❶ 

面
接
に
お
け
る
質
問

　
例
え
ば
、
企
業
が
新
た
に
従
業
員

を
募
集
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
ま

す
。
面
接
し
て
い
る
も
の
の
応
募
者

の
中
で
、
ど
の
人
が
能
力
が
高
い
の

か
低
い
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
、「
業
績
給
と
固
定
給
の

ど
ち
ら
を
選
び
ま
す
か
？
」
と
質
問

す
る
こ
と
で
、
応
募
者
の
タ
イ
プ
を

見
極
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
固
定
給
：
業
績
に
か
か
わ
ら
ず
一

定
額

・
業
績
給
：
固
定
給
＋
業
績
に
応
じ

て
金
額
が
変
化

　
能
力
の
高
い
応
募
者
で
あ
れ
ば

「
業
績
給
」
を
選
ぶ
の
で
は
な
い
か

と
考
え
、
応
募
者
の
選
択
か
ら
タ
イ

プ
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

例
❷ 

価
格
差
別

　
次
に
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
典
型

的
な
事
例
で
あ
る
「
価
格
差
別
」
に

つ
い
て
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
価
格
差
別
は
、
高
い
価
格
で
も
買

う
人
に
は
高
い
価
格
で
売
り
、
安
け

れ
ば
買
っ
て
も
良
い
と
い
う
人
に
は

安
く
売
る
と
い
う
方
法
で
す
。

①
　
映
画
館
の
入
場
料

　
　
社
会
人
は
価
格
に
関
係
な
く
見

た
い
映
画
は
見
に
来
ま
す
。一
方
、

平
日
割
引
で
シ
ニ
ア
・
学
生
を
対

⑤
　
こ
う
し
て
、
質
の
悪
い
車
だ
け

が
出
て
く
る
と
な
る
と
、
買
い
手

に
と
っ
て
は
車
の
価
値
は
40
万
円
、

売
り
手
に
と
っ
て
は
20
万
円
で
す

か
ら
、
市
場
で
は
質
の
悪
い
車
に

限
っ
て
取
引
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
売
り
手
が
取
引
前
に
知
っ
て
い
る

情
報
に
よ
っ
て
、
情
報
を
持
た
な
い

買
い
手
は
不
利
に
な
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
、
こ
れ
は
逆
選
択
の
問
題
で

あ
り
、市
場
は
縮
小
し
て
い
き
ま
す
。

３
　
逆
選
択
の
解
決
法

３
　
逆
選
択
の
解
決
法

　
前
述
の
逆
選
択
の
状
況
で
は
、
保

険
会
社
や
中
古
車
の
買
い
手
が
、
情

報
の
非
対
称
性
に
よ
っ
て
不
利
益
を

被
る
例
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　
多
く
の
企
業
は
、相
手
の
情
報（
顧

客
の
情
報
）
を
持
っ
て
い
な
い
側
の

立
場
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
改
善
す
る
た

め
の
解
決
法
の
ひ
と
つ
が
「
ス
ク
リ

ー
ニ
ン
グ
」と
い
う
方
法
で
す
。

　
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
で
は
、
情
報
を

持
っ
て
い
る
相
手
に
対
し
て
「
い
く

つ
か
の
選
択
肢
を
提
示
し
、
そ
こ
か

ら
選
ば
せ
る
こ
と
」
で
情
報
を
引
き

出
し
ま
す
。

　
以
下
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
例
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

象
に
す
る
こ
と
で
、
時
間
に
余
裕

が
あ
る
層
を
取
り
込
み
ま
す
。

②
　
小
説
の
市
場

　
　
小
説
は
多
く
の
場
合
、
最
初
は

単
行
本
と
し
て
高
価
格
で
出
版
さ

れ
、
し
ば
ら
く
し
て
文
庫
本
と
し

て
低
価
格
で
販
売
さ
れ
ま
す
。
出

版
社
と
し
て
は
、そ
の
作
家
の
フ
ァ

ン
に
は
高
価
格
で
、
一
般
読
者
に

は
低
価
格
で
提
供
す
る
こ
と
で
、

利
潤
を
高
め
ま
す
。

③
　
航
空
運
賃
の
期
間
割
引

　
　
週
末
を
挟
む
観
光
客
向
け
の
往

復
チ
ケ
ッ
ト
は
高
く
、
平
日
の
み

の
チ
ケ
ッ
ト
は
ビ
ジ
ネ
ス
向
き
に

安
く
設
定
し
ま
す
。

 

例
題 

こ
れ
は
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
？

　
次
の
事
例
は
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に

該
当
す
る
か
ど
う
か
を
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。

イ
　
J
R
の
学
生
割
引

ロ
　
缶
コ
ー
ヒ
ー
を
お
ま
け
付
き
で

売
る

ハ
　
マ
ス
ク
メ
ロ
ン
の
方
が
ア
ン
デ

ス
メ
ロ
ン
よ
り
高
い

　
イ
は
情
報
の
非
対
称
性
が
な
く
、

ロ
は
商
品
に
選
択
肢
が
な
い
、
ハ
は

市
場
の
動
き
に
よ
る
も
の
。
よ
っ
て
、

い
ず
れ
も
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
が
機
能

し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

か
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
40

万
円
な
ら
買
う
人
が
い
る
と
し
ま

す
。

②
　
元
の
所
有
者
は
故
障
し
や
す
い

と
か
調
子
が
す
ぐ
悪
く
な
る
こ
と

な
ど
、
車
の
状
態
を
よ
く
知
っ
て

い
ま
す
が
、
買
い
手
は
試
乗
を
し

て
み
た
り
、
エ
ン
ジ
ン
ル
ー
ム
を

開
け
て
み
た
り
す
る
こ
と
が
出
来

る
も
の
の
、
車
の
質
は
簡
単
に
は

判
断
で
き
ま
せ
ん
。

③
　
前
記
の
状
況
下
（
情
報
の
非
対

称
性
が
あ
る
）
で
は
、
質
の
良
い

車
は
市
場
に
出
回
り
ま
せ
ん
。

　
　
質
の
良
い
車
が
出
回
る
に
は
80

万
円
以
上
の
値
段
で
売
れ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
中
古
車
が
80

万
円
以
上
で
売
れ
る
と
な
る
と
、

情
報
の
非
対
称
性
に
付
け
込
ん
で

質
の
悪
い
車
の
所
有
者
も
そ
の
価

格
で
売
り
に
出
し
ま
す
。

④
　
す
る
と
、
買
い
手
は
質
が
良
い

車（
１
０
０
万
円
）と
悪
い
車（
40

万
円
）
の
平
均
で
あ
る
70
万
円
を

基
準
に
考
え
ま
す
。

　
　
結
果
と
し
て
、
買
い
手
は
70
万

円
以
上
は
払
い
た
く
な
い
と
な
り
、

良
い
車
は
出
な
く
な
り
、
市
場
に

出
て
く
る
の
は
悪
い
車
だ
け
に
な

り
ま
す
。
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親
族
・
同
一
生
計
配
偶
者
・
ひ
と
り

親
の
生
計
を
一
に
す
る
子
・
配
偶
者

特
別
控
除
の
対
象
と
な
る
配
偶
者
・

勤
労
学
生
の
所
得
要
件
も
改
正
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
給
与
所
得
控
除
に
つ
い
て
は
、
最

低
保
障
額
が
55
万
円
か
ら
65
万
円
に

引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
今
回
の
年

末
調
整
で
は
、
改
正
後
の
「
年
末
調

整
等
の
た
め
の
給
与
所
得
控
除
後
の

給
与
等
の
金
額
の
表
」
に
基
づ
い
て

計
算
を
進
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

特
定
親
族
特
別
控
除
の
創
設

　
令
和
７
年
度
の
税
制
改
正
で
、
居

住
者
が
特
定
親
族
を
有
す
る
場
合
に

は
、
そ
の
居
住
者
の
総
所
得
金
額
等

か
ら
、そ
の
特
定
親
族
１
人
に
つ
き
、

そ
の
特
定
親
族
の
合
計
所
得
金
額
に

応
じ
て
最
高
63
万
円（
下
表
３
参
照
）

を
控
除
す
る
特
定
親
族
特
別
控
除
が

創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　
特
定
親
族
と
は
、
居
住
者
と
生
計

を
一
に
す
る
年
齢
19
歳
以
上
23
歳
未

満
の
親
族
で
、
合
計
所
得
金
額
が

58
万
円
超
１
２
３
万
円
以
下
の
人
を

い
い
ま
す
。
た
だ
し
こ
の
場
合
の
親

族
は
、
里
子
を
含
み
、
配
偶
者
や
青

色
事
業
専
従
者
と
し
て
給
与
の
支
払

い
を
受
け
る
人
及
び
白
色
事
業
専
従

者
を
除
き
ま
す（
以
下
同
じ
）。
ま
た
、

親
族
の
合
計
所
得
金
額
が
58
万
円
以

下
の
場
合
は
特
定
親
族
特
別
控
除
の

対
象
で
は
な
く
、
扶
養
控
除
の
対
象

に
な
り
ま
す
。

令
和
８
年
１
月
以
後
の
事
務

　
令
和
７
年
分
ま
で
の
扶
養
控
除
等

申
告
書
に
は
、
控
除
対
象
扶
養
親
族

を
記
載
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
特
定
親
族
特
別
控
除
の
創
設
に

伴
い
、
令
和
８
年
分
以
後
の
扶
養
控

除
等
申
告
書
に
は
、
源
泉
控
除
対
象

親
族
を
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し

た
。
源
泉
控
除
対
象
親
族
と
は
、
①

控
除
対
象
扶
養
親
族
、
又
は
、
②
居

住
者
と
生
計
を
一
に
す
る
親
族
の
う

ち
年
齢
が
19
歳
以
上
23
歳
未
満
で
合

計
所
得
金
額
が
58
万
円
超
１
０
０
万

円
以
下
の
人
、
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
人
を
い
い
ま
す
。
扶
養
親
族
の

数
は
、
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者
と
源

泉
控
除
対
象
親
族
の
数
を
基
に
算
定

し
ま
す
。

　
ま
た
、
源
泉
徴
収
税
額
表
が
改
正

さ
れ
ま
し
た
の
で
、
令
和
８
年
１
月

１
日
以
後
に
支
払
う
べ
き
給
与
に
つ

い
て
は
、
令
和
８
年
分
源
泉
徴
収
税

額
表
を
使
用
し
て
、
源
泉
徴
収
税
額

を
求
め
ま
す
。

表２　令和7・8年分の基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額

132万円以下 95万円
132万円超 336万円以下 88万円
336万円超 489万円以下 68万円
489万円超 655万円以下 63万円
655万円超 2,350万円以下 58万円
2,350万円超 2,400万円以下 48万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円（適用なし）
注�　1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000
万円を超える人は、年末調整の対象ではありません。

表３　特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超 85万円以下 63万円
85万円超 90万円以下 61万円
90万円超 95万円以下 51万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 ６万円
120万円超 123万円以下 ３万円

図　年末調整の流れ
①　給与・社会保険料・徴収税額の集計

⬇

②　給与所得控除後の給与等の金額の計算
⬇

③　課税給与所得金額の計算
⬇

④　年調所得税額の計算
⬇

⑤　年調年税額の計算
⬇

⑥　過不足額の精算
　・過納額の還付　・不足額の徴収

各種申告書の受理と内容確認
⑴�　扶養控除等（異動）申告書
⑵　基礎控除申告書
⑶　配偶者控除等申告書 　⑵〜⑸は
⑷�　特定親族特別控除申告書 　１枚の用紙です
⑸�　所得金額調整控除申告書
⑹　保険料控除申告書
⑺�　（特定増改築等）住宅借入
金等特別控除申告書

　
今
年
も
年
末
調
整
の
時
期
が
近
づ

い
て
き
ま
し
た
。
今
年
は
、
所
得
税

の
基
礎
控
除
や
給
与
所
得
控
除
に
関

す
る
見
直
し
、
特
定
親
族
特
別
控
除

の
創
設
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
扶
養

親
族
等
の
所
得
要
件
の
改
正
や
、
令

和
８
年
１
月
以
後
の
源
泉
徴
収
事
務

に
変
更
が
あ
り
ま
す
の
で
、
注
意
し

た
い
ポ
イ
ン
ト
を
確
認
し
ま
す
。

年
末
調
整
の
流
れ

　
年
末
調
整
の
基
本
的
な
流
れ
を
次

頁
図
に
示
し
ま
す
。

　
ま
ず
、
社
員
に
対
し
て
令
和
７
年

中
に
毎
月
支
払
っ
た
給
与
や
賞
与

（
以
下
「
給
与
等
」）
と
、
天
引
き
し

た
社
会
保
険
料
や
源
泉
徴
収
税
額
を

集
計
し
ま
す
。

　
給
与
所
得
控
除
後
の
給
与
等
の
金

額
を
計
算
し
た
後
、
社
員
か
ら
提
出

さ
れ
た
各
種
申
告
書
の
内
容
を
基

に
、
所
得
控
除
の
額（
下
表
１
参
照
）

と
課
税
所
得
金
額
を
計
算
し
ま
す
。

課
税
所
得
金
額
に
所
得
税
率
を
乗
じ

て
年
調
所
得
税
額
を
算
出
し
、
さ
ら

に
年
調
所
得
税
額
に
１
０
２
・
１
％

を
乗
じ
て
年
調
年
税
額
を
計
算
し
ま

す
。

　
年
調
年
税
額
と
１
年
間
の
源
泉
徴

収
税
額
を
比
較
し
、
過
不
足
額
の
精

算
を
行
い
ま
す
。

基
礎
控
除
・
給
与
所
得
控
除
の

見
直
し

　
基
礎
控
除
は
従
来
、
合
計
所
得
金

額
が
２
４
０
０
万
円
以
下
の
場
合
は

一
律
で
48
万
円
で
、
２
４
０
０
万
円

超
２
５
０
０
万
円
以
下
の
場
合
は
段

階
的
に
控
除
額
が
減
少
し
、
２
５
０

０
万
円
超
の
場
合
は
適
用
が
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
が
次
頁
表
２
の

と
お
り
、
合
計
所
得
金
額
に
応
じ
て

基
礎
控
除
額
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
非
居
住
者
は
控
除
額
が
異
な

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
基
礎
控
除
の
改
正
に
伴
い
、
扶
養

令和７年分令和７年分
年末調整の年末調整の
ポイント　ポイント　

表 1　所得控除の種類と年末調整の可否
所得控除 可否 控　除　額

社会保険料控除 〇 支払った又は給与から控除された社会保険料の合計額
小規模企業共済等掛金控除 〇 掛金の合計額

生命保険料控除 〇

①　一　　般：旧契約は最高 5万円、新契約は最高 4万円
②　個人年金：旧契約は最高 5万円、新契約は最高 4万円� 合計で最高 12 万円
③　介護医療：最高 4万円
※�①と②について、旧契約と新契約の両方がある場合の控除額は、最高 4万円ですが、
旧契約分のみで計算した場合の控除額の方が大きい場合は、旧契約分のみで適用（最
高 5万円）を受けることができます。

地震保険料控除 〇 地　　　震：最高 5万円� 合計で最高 5万円旧長期損害：最高 1万 5千円
寡婦控除 〇 27 万円
ひとり親控除 〇 35 万円
勤労学生控除 〇 27 万円

障害者控除 〇
障害者 1人につき 27 万円
特別障害者 1人につき 40 万円
同居特別障害者の場合は 75 万円

配偶者控除 〇 一般の控除対象配偶者：最高 38 万円
老人控除対象配偶者：最高 48 万円

配偶者特別控除 〇 最高 38 万円

扶養控除 〇

⑴　一般の控除対象扶養親族� 38 万円
　（H22.1.1 以前生まれで、下記⑵、⑶に該当しない人）
⑵　特定扶養親族� 63 万円
　（H15.1.2 ～ H19.1.1 生まれ）
⑶　老人扶養親族 同居老親等以外：48 万円
　（S31.1.1 以前生まれ） 同居老親等　　：58 万円

特定親族特別控除 〇 最高 63 万円　（表 3参照）
基礎控除 〇 最高 95 万円　（表 2参照）
雑損控除／医療費控除 × －
寄附金控除 × 注　ふるさと納税の場合、ワンストップ特例制度　有
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親
族
・
同
一
生
計
配
偶
者
・
ひ
と
り

親
の
生
計
を
一
に
す
る
子
・
配
偶
者

特
別
控
除
の
対
象
と
な
る
配
偶
者
・

勤
労
学
生
の
所
得
要
件
も
改
正
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
給
与
所
得
控
除
に
つ
い
て
は
、
最

低
保
障
額
が
55
万
円
か
ら
65
万
円
に

引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
今
回
の
年

末
調
整
で
は
、
改
正
後
の
「
年
末
調

整
等
の
た
め
の
給
与
所
得
控
除
後
の

給
与
等
の
金
額
の
表
」
に
基
づ
い
て

計
算
を
進
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

特
定
親
族
特
別
控
除
の
創
設

　
令
和
７
年
度
の
税
制
改
正
で
、
居

住
者
が
特
定
親
族
を
有
す
る
場
合
に

は
、
そ
の
居
住
者
の
総
所
得
金
額
等

か
ら
、そ
の
特
定
親
族
１
人
に
つ
き
、

そ
の
特
定
親
族
の
合
計
所
得
金
額
に

応
じ
て
最
高
63
万
円（
下
表
３
参
照
）

を
控
除
す
る
特
定
親
族
特
別
控
除
が

創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　
特
定
親
族
と
は
、
居
住
者
と
生
計

を
一
に
す
る
年
齢
19
歳
以
上
23
歳
未

満
の
親
族
で
、
合
計
所
得
金
額
が

58
万
円
超
１
２
３
万
円
以
下
の
人
を

い
い
ま
す
。
た
だ
し
こ
の
場
合
の
親

族
は
、
里
子
を
含
み
、
配
偶
者
や
青

色
事
業
専
従
者
と
し
て
給
与
の
支
払

い
を
受
け
る
人
及
び
白
色
事
業
専
従

者
を
除
き
ま
す（
以
下
同
じ
）。
ま
た
、

親
族
の
合
計
所
得
金
額
が
58
万
円
以

下
の
場
合
は
特
定
親
族
特
別
控
除
の

対
象
で
は
な
く
、
扶
養
控
除
の
対
象

に
な
り
ま
す
。

令
和
８
年
１
月
以
後
の
事
務

　
令
和
７
年
分
ま
で
の
扶
養
控
除
等

申
告
書
に
は
、
控
除
対
象
扶
養
親
族

を
記
載
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
特
定
親
族
特
別
控
除
の
創
設
に

伴
い
、
令
和
８
年
分
以
後
の
扶
養
控

除
等
申
告
書
に
は
、
源
泉
控
除
対
象

親
族
を
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し

た
。
源
泉
控
除
対
象
親
族
と
は
、
①

控
除
対
象
扶
養
親
族
、
又
は
、
②
居

住
者
と
生
計
を
一
に
す
る
親
族
の
う

ち
年
齢
が
19
歳
以
上
23
歳
未
満
で
合

計
所
得
金
額
が
58
万
円
超
１
０
０
万

円
以
下
の
人
、
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
人
を
い
い
ま
す
。
扶
養
親
族
の

数
は
、
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者
と
源

泉
控
除
対
象
親
族
の
数
を
基
に
算
定

し
ま
す
。

　
ま
た
、
源
泉
徴
収
税
額
表
が
改
正

さ
れ
ま
し
た
の
で
、
令
和
８
年
１
月

１
日
以
後
に
支
払
う
べ
き
給
与
に
つ

い
て
は
、
令
和
８
年
分
源
泉
徴
収
税

額
表
を
使
用
し
て
、
源
泉
徴
収
税
額

を
求
め
ま
す
。

表２　令和7・8年分の基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額

132万円以下 95万円
132万円超 336万円以下 88万円
336万円超 489万円以下 68万円
489万円超 655万円以下 63万円
655万円超 2,350万円以下 58万円
2,350万円超 2,400万円以下 48万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円（適用なし）
注�　1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000
万円を超える人は、年末調整の対象ではありません。

表３　特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超 85万円以下 63万円
85万円超 90万円以下 61万円
90万円超 95万円以下 51万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 ６万円
120万円超 123万円以下 ３万円

図　年末調整の流れ
①　給与・社会保険料・徴収税額の集計

⬇

②　給与所得控除後の給与等の金額の計算
⬇

③　課税給与所得金額の計算
⬇

④　年調所得税額の計算
⬇

⑤　年調年税額の計算
⬇

⑥　過不足額の精算
　・過納額の還付　・不足額の徴収

各種申告書の受理と内容確認
⑴�　扶養控除等（異動）申告書
⑵　基礎控除申告書
⑶　配偶者控除等申告書 　⑵〜⑸は
⑷�　特定親族特別控除申告書 　１枚の用紙です
⑸�　所得金額調整控除申告書
⑹　保険料控除申告書
⑺�　（特定増改築等）住宅借入
金等特別控除申告書
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例
❶ 

面
接
に
お
け
る
質
問

　
例
え
ば
、
企
業
が
新
た
に
従
業
員

を
募
集
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
ま

す
。
面
接
し
て
い
る
も
の
の
応
募
者

の
中
で
、
ど
の
人
が
能
力
が
高
い
の

か
低
い
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
、「
業
績
給
と
固
定
給
の

ど
ち
ら
を
選
び
ま
す
か
？
」
と
質
問

す
る
こ
と
で
、
応
募
者
の
タ
イ
プ
を

見
極
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
固
定
給
：
業
績
に
か
か
わ
ら
ず
一

定
額

・
業
績
給
：
固
定
給
＋
業
績
に
応
じ

て
金
額
が
変
化

　
能
力
の
高
い
応
募
者
で
あ
れ
ば

「
業
績
給
」
を
選
ぶ
の
で
は
な
い
か

と
考
え
、
応
募
者
の
選
択
か
ら
タ
イ

プ
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

例
❷ 

価
格
差
別

　
次
に
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
典
型

的
な
事
例
で
あ
る
「
価
格
差
別
」
に

つ
い
て
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
価
格
差
別
は
、
高
い
価
格
で
も
買

う
人
に
は
高
い
価
格
で
売
り
、
安
け

れ
ば
買
っ
て
も
良
い
と
い
う
人
に
は

安
く
売
る
と
い
う
方
法
で
す
。

①
　
映
画
館
の
入
場
料

　
　
社
会
人
は
価
格
に
関
係
な
く
見

た
い
映
画
は
見
に
来
ま
す
。一
方
、

平
日
割
引
で
シ
ニ
ア
・
学
生
を
対

⑤
　
こ
う
し
て
、
質
の
悪
い
車
だ
け

が
出
て
く
る
と
な
る
と
、
買
い
手

に
と
っ
て
は
車
の
価
値
は
40
万
円
、

売
り
手
に
と
っ
て
は
20
万
円
で
す

か
ら
、
市
場
で
は
質
の
悪
い
車
に

限
っ
て
取
引
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
売
り
手
が
取
引
前
に
知
っ
て
い
る

情
報
に
よ
っ
て
、
情
報
を
持
た
な
い

買
い
手
は
不
利
に
な
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
、
こ
れ
は
逆
選
択
の
問
題
で

あ
り
、市
場
は
縮
小
し
て
い
き
ま
す
。

３
　
逆
選
択
の
解
決
法

３
　
逆
選
択
の
解
決
法

　
前
述
の
逆
選
択
の
状
況
で
は
、
保

険
会
社
や
中
古
車
の
買
い
手
が
、
情

報
の
非
対
称
性
に
よ
っ
て
不
利
益
を

被
る
例
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　
多
く
の
企
業
は
、相
手
の
情
報（
顧

客
の
情
報
）
を
持
っ
て
い
な
い
側
の

立
場
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
改
善
す
る
た

め
の
解
決
法
の
ひ
と
つ
が
「
ス
ク
リ

ー
ニ
ン
グ
」と
い
う
方
法
で
す
。

　
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
で
は
、
情
報
を

持
っ
て
い
る
相
手
に
対
し
て
「
い
く

つ
か
の
選
択
肢
を
提
示
し
、
そ
こ
か

ら
選
ば
せ
る
こ
と
」
で
情
報
を
引
き

出
し
ま
す
。

　
以
下
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
例
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

象
に
す
る
こ
と
で
、
時
間
に
余
裕

が
あ
る
層
を
取
り
込
み
ま
す
。

②
　
小
説
の
市
場

　
　
小
説
は
多
く
の
場
合
、
最
初
は

単
行
本
と
し
て
高
価
格
で
出
版
さ

れ
、
し
ば
ら
く
し
て
文
庫
本
と
し

て
低
価
格
で
販
売
さ
れ
ま
す
。
出

版
社
と
し
て
は
、そ
の
作
家
の
フ
ァ

ン
に
は
高
価
格
で
、
一
般
読
者
に

は
低
価
格
で
提
供
す
る
こ
と
で
、

利
潤
を
高
め
ま
す
。

③
　
航
空
運
賃
の
期
間
割
引

　
　
週
末
を
挟
む
観
光
客
向
け
の
往

復
チ
ケ
ッ
ト
は
高
く
、
平
日
の
み

の
チ
ケ
ッ
ト
は
ビ
ジ
ネ
ス
向
き
に

安
く
設
定
し
ま
す
。

 

例
題 

こ
れ
は
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
？

　
次
の
事
例
は
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に

該
当
す
る
か
ど
う
か
を
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。

イ
　
J
R
の
学
生
割
引

ロ
　
缶
コ
ー
ヒ
ー
を
お
ま
け
付
き
で

売
る

ハ
　
マ
ス
ク
メ
ロ
ン
の
方
が
ア
ン
デ

ス
メ
ロ
ン
よ
り
高
い

　
イ
は
情
報
の
非
対
称
性
が
な
く
、

ロ
は
商
品
に
選
択
肢
が
な
い
、
ハ
は

市
場
の
動
き
に
よ
る
も
の
。
よ
っ
て
、

い
ず
れ
も
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
が
機
能

し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

か
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
40

万
円
な
ら
買
う
人
が
い
る
と
し
ま

す
。

②
　
元
の
所
有
者
は
故
障
し
や
す
い

と
か
調
子
が
す
ぐ
悪
く
な
る
こ
と

な
ど
、
車
の
状
態
を
よ
く
知
っ
て

い
ま
す
が
、
買
い
手
は
試
乗
を
し

て
み
た
り
、
エ
ン
ジ
ン
ル
ー
ム
を

開
け
て
み
た
り
す
る
こ
と
が
出
来

る
も
の
の
、
車
の
質
は
簡
単
に
は

判
断
で
き
ま
せ
ん
。

③
　
前
記
の
状
況
下
（
情
報
の
非
対

称
性
が
あ
る
）
で
は
、
質
の
良
い

車
は
市
場
に
出
回
り
ま
せ
ん
。

　
　
質
の
良
い
車
が
出
回
る
に
は
80

万
円
以
上
の
値
段
で
売
れ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
中
古
車
が
80

万
円
以
上
で
売
れ
る
と
な
る
と
、

情
報
の
非
対
称
性
に
付
け
込
ん
で

質
の
悪
い
車
の
所
有
者
も
そ
の
価

格
で
売
り
に
出
し
ま
す
。

④
　
す
る
と
、
買
い
手
は
質
が
良
い

車（
１
０
０
万
円
）と
悪
い
車（
40

万
円
）
の
平
均
で
あ
る
70
万
円
を

基
準
に
考
え
ま
す
。

　
　
結
果
と
し
て
、
買
い
手
は
70
万

円
以
上
は
払
い
た
く
な
い
と
な
り
、

良
い
車
は
出
な
く
な
り
、
市
場
に

出
て
く
る
の
は
悪
い
車
だ
け
に
な

り
ま
す
。

対
策
を
組
織
的
に
実
施
す
る
た
め
、

安
全
衛
生
方
針
の
表
明
、
一
定
期
間

に
達
成
す
べ
き
到
達
点
を
明
ら
か
に

し
た
目
標
設
定
お
よ
び
一
定
期
間
の

安
全
衛
生
計
画
を
作
成
し
、
計
画
実

施
、
評
価
、
改
善
な
ど
を
行
い
ま
す
。

⑶
　
安
全
委
員
会
等
に
お
け
る
調
査

審
議

　
安
全
委
員
会
、
衛
生
委
員
会
、
安

全
衛
生
委
員
会
等
に
お
い
て
は
、
交

通
労
働
災
害
の
防
止
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
調
査
審
議
し
ま
す
。

三三��

　労
働
時
間
等
の
管
理
及
び

　労
働
時
間
等
の
管
理
及
び

走
行
管
理
等

走
行
管
理
等

⑴
　
適
正
管
理

　
次
の
措
置
を
講
じ
、
適
正
な
労
働

時
間
等
の
管
理
及
び
走
行
管
理
を
実

施
し
ま
し
ょ
う
。

①
　
疲
労
に
よ
る
交
通
労
働
災
害
を

防
止
す
る
た
め
、
改
善
基
準
告
示

を
守
り
、
適
正
な
走
行
計
画
に

よ
っ
て
、
運
転
者
の
十
分
な
睡
眠

時
間
に
配
慮
し
た
労
働
時
間
の
管

理
を
実
施
。

②
　
十
分
な
睡
眠
時
間
の
確
保
の
た

め
、
必
要
に
応
じ
、
よ
り
短
い
拘

束
時
間
の
設
定
、
宿
泊
施
設
の
確

保
な
ど
を
実
施
。

③
　
高
速
乗
合
バ
ス
、
貸
切
バ
ス
事

　
交
通
労
働
災
害
は
、
労
働
者
に
よ

る
死
亡
災
害
の
約
２
割
を
占
め
て
お

り
、
そ
の
う
ち
６
割
以
上
が
運
輸
交

通
業
以
外
で
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
ト
ラ
ッ
ク
や
バ
ス
・

タ
ク
シ
ー
の
運
転
業
務
に
従
事
す
る

ド
ラ
イ
バ
ー
だ
け
で
な
く
、
移
動
や

送
迎
、配
達
な
ど
の
た
め
に
自
動
車
・

バ
イ
ク
・
原
動
機
付
き
自
転
車
の
運

転
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
全

て
の
事
業
者
が
安
全
へ
の
取
組
を
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
今
回
は
、厚
生
労
働
省
に
よ
る「
交

通
労
働
災
害
防
止
の
た
め
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」（
以
下
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」）

を
基
に
、
交
通
労
働
災
害
防
止
に
向

け
て
事
業
主
が
行
う
取
り
組
み
を
解

説
し
ま
す
。

一
　ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
概
要

一
　ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
概
要

　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
労
働
安
全
衛

生
関
係
法
令
、
自
動
車
運
転
者
の
労

働
時
間
等
の
改
善
の
た
め
の
基
準

（
以
下
「
改
善
基
準
告
示
」）
等
と
相

ま
っ
て
、

・
　
交
通
労
働
災
害
防
止
の
た
め
の

管
理
体
制
の
確
立

・
　
適
正
な
労
働
時
間
等
の
管
理
、

走
行
管
理

・
　
教
育
の
実
施

・
　
交
通
労
働
災
害
防
止
に
対
す
る

意
識
の
高
揚

・
　
荷
主
、
元
請
に
よ
る
配
慮

・
　
健
康
管
理

な
ど
の
積
極
的
な
推
進
に
よ
り
、
交

通
労
働
災
害
の
防
止
を
目
的
と
す
る

も
の
で
す
。

　
対
象
と
な
る
交
通
労
働
災
害
は
、

道
路
上
及
び
事
業
場
構
内
に
お
け
る

自
動
車
及
び
原
動
機
付
き
自
転
車

（
以
下
「
自
動
車
等
」）
の
交
通
事
故

に
よ
る
労
働
災
害
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て

は
事
業
者
だ
け
で
は
な
く
、
運
転
者

の
責
務
も
示
さ
れ
、「
事
業
者
の
指

示
等
の
必
要
な
事
項
を
守
る
ほ
か
、

事
業
者
が
実
施
す
る
交
通
労
働
災
害

の
防
止
に
関
す
る
措
置
に
協
力
す
る

こ
と
に
よ
り
、
交
通
労
働
災
害
の
防

止
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。」
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
労
使
が
一
体
と
な
っ

て
、
防
止
措
置
を
進
め
て
い
く
と
よ

い
で
し
ょ
う
。

二
　管
理
体
制
等

二
　管
理
体
制
等

⑴
　
交
通
労
働
災
害
防
止
の
た
め
の

管
理
体
制
の
確
立

　
事
業
者
は
、
交
通
労
働
災
害
防
止

の
た
め
の
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る

体
制
を
構
築
す
る
た
め
、
次
の
こ
と

を
実
施
し
ま
す
。

①
　
安
全
管
理
者
、
運
行
管
理
者
、

安
全
運
転
管
理
者
な
ど
の
交
通
労

働
災
害
防
止
に
関
係
す
る
管
理
者

を
選
任
し
、
役
割
、
責
任
、
権
限

を
定
め
、
そ
れ
ら
を
労
働
者
に
周

知
。

②
　
管
理
者
に
対
し
必
要
な
教
育
。

⑵
　
方
針
の
表
明
な
ど

　
事
業
者
は
、
交
通
労
働
災
害
防
止

交通労働災害の防止交通労働災害の防止
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業
者
に
つ
い
て
は
、
運
転
者
の
過

労
運
転
を
防
止
す
る
た
め
「
交
替

運
転
者
の
配
置
基
準
」（
国
土
交

通
省
）を
順
守
。

⑵
　
適
正
な
走
行
計
画
の
作
成

　
走
行
計
画
（
走
行
開
始
・
終
了
の

地
点
や
日
時
、
走
行
時
に
注
意
を
要

す
る
箇
所
な
ど
を
記
載
）を
作
成
し
、

運
転
者
に
適
切
な
指
示
を
し
ま
す
。

　
デ
ジ
タ
ル
式
運
行
記
録
計
（
デ
ジ

タ
ル
・
タ
コ
グ
ラ
フ
）
を
備
え
た
自

動
車
を
使
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
記

録
を
安
全
運
転
指
導
等
に
活
用
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
で
し
ょ
う
。

⑶
　
点
呼
の
実
施
な
ど

　
疾
病
、
疲
労
、
飲
酒
な
ど
で
安
全

な
運
転
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
な
い

か
、
乗
務
を
開
始
さ
せ
る
前
に
点
呼

に
よ
っ
て
、
報
告
を
求
め
、
結
果
を

記
録
し
ま
す
。

　
睡
眠
不
足
や
体
調
不
良
な
ど
で
正

常
な
運
転
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ

る
場
合
は
、
運
転
業
務
に
就
か
せ
な

い
な
ど
、必
要
な
対
策
を
取
り
ま
し
ょ

う
。

⑷
　
荷
役
作
業
を
行
わ
せ
る
場
合

　
事
前
に
荷
役
作
業
の
有
無
、
運
搬

物
の
重
量
な
ど
を
確
認
し
、
運
転
者

の
疲
労
に
配
慮
し
た
十
分
な
休
憩
時

間
を
確
保
し
ま
す
。

⑵
　
交
通
安
全
情
報
マ
ッ
プ
の
作
成

　
交
通
事
故
発
生
情
報
、デ
ジ
タ
ル
・

タ
コ
グ
ラ
フ
や
ド
ラ
イ
ブ
・
レ
コ
ー

ダ
ー
の
記
録
、
交
通
事
故
の
危
険
を

感
じ
た
事
例（
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
事
例
）

に
基
づ
き
、
危
険
な
箇
所
、
注
意
事

項
を
示
し
た
交
通
安
全
情
報
マ
ッ
プ

の
作
成
、
配
布
・
掲
示
な
ど
を
行
い
、

運
転
者
の
注
意
喚
起
を
図
り
ま
し
ょ

う
。

六六��

　荷
主
・
元
請
事
業
者
に
よ
る

　荷
主
・
元
請
事
業
者
に
よ
る

配
慮
配
慮

　
荷
主
と
運
送
業
の
元
請
事
業
者

は
、
交
通
労
働
災
害
防
止
を
考
慮
し

た
適
切
で
安
全
な
運
行
の
た
め
、
事

業
者
と
協
働
し
て
次
の
よ
う
な
事
項

に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

①
　
過
積
載
運
行
を
防
止
す
る
た

め
、
実
際
に
荷
を
運
搬
す
る
事
業

者
に
協
力
す
る
。

②
　
到
着
時
間
の
遅
延
が
見
込
ま
れ

る
場
合
、
到
着
時
間
の
再
設
定
、

ル
ー
ト
変
更
を
行
う
。
ま
た
、
到

着
時
間
の
遅
延
が
あ
っ
た
と
き
に
、

実
際
に
荷
を
運
搬
す
る
事
業
者
に

対
し
て
、
不
当
に
不
利
益
な
取
扱

い
を
行
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す

る
。

③
　
荷
主
・
元
請
事
業
者
は
、
改
善

基
準
告
示
に
違
反
し
、
安
全
な
走

行
が
で
き
な
い
可
能
性
が
高
い
発

注
を
し
な
い
よ
う
に
し
、
無
理
な

運
行
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、

到
着
時
間
の
見
直
し
等
を
行
う
な

ど
協
力
し
て
安
全
運
行
を
確
保
す

る
。

④
　
荷
主
・
元
請
事
業
者
は
、
荷
積

み
・
荷
卸
し
作
業
の
遅
延
で
予
定

時
間
に
出
発
で
き
な
い
場
合
、
到

着
時
間
の
再
設
定
を
し
、
荷
主
の

敷
地
内
で
待
機
で
き
る
よ
う
に
す

る
。

七
　健
康
管
理
そ
の
他

七
　健
康
管
理
そ
の
他

⑴
　
健
康
管
理

　
交
通
労
働
災
害
の
防
止
に
は
、
運

転
者
の
健
康
管
理
が
欠
か
せ
ま
せ

ん
。
健
康
診
断
の
実
施
、
長
時
間
の

時
間
外
・
休
日
労
働
を
行
っ
た
運
転

手
へ
の
面
接
指
導
や
労
働
時
間
の
短

縮
、
心
身
両
面
に
わ
た
る
健
康
の
保

持
増
進
を
行
い
ま
す
。

⑵
　
そ
の
他
の
留
意
点

　
異
常
気
象
や
天
災
の
場
合
の
対
応

指
示
、
走
行
前
の
自
動
車
の
点
検
、

安
全
装
置
の
整
備
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
面
か
ら
交
通
労
働
災
害
の
防
止
措

置
を
講
じ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
荷
役
作
業
に
よ
る
運
転
者
の
身
体

負
荷
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
台
車
そ

の
他
の
適
切
な
荷
役
用
具
・
設
備
の

備
え
付
け
、
安
全
な
荷
役
作
業
方
法

に
つ
い
て
の
教
育
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

　
貨
物
自
動
車
に
荷
を
積
載
し
て
走

行
さ
せ
る
場
合
は
、
最
大
積
載
量
の

超
過
、
偏
荷
重
、
荷
崩
れ
又
は
荷
の

落
下
防
止
に
注
意
を
要
し
ま
す
。

四
　教
育
の
実
施

四
　教
育
の
実
施

　
交
通
労
働
災
害
防
止
の
た
め
に

は
、
雇
入
れ
時
等
の
教
育
、
日
常
の

教
育
や
指
導
も
重
要
で
す
。

　
交
通
法
規
、
運
転
時
の
注
意
事
項

の
ほ
か
、
運
転
日
前
日
の
十
分
な
睡

眠
時
間
確
保
、
飲
酒
に
よ
る
運
転
へ

の
影
響
、
睡
眠
時
無
呼
吸
症
候
群
等

の
適
切
な
治
療
、
体
調
の
維
持
等
の

必
要
性
に
関
す
る
事
項
な
ど
の
教
育

を
行
い
ま
し
ょ
う
。

五五��

　交
通
労
働
災
害
防
止
に
対
す
る

　交
通
労
働
災
害
防
止
に
対
す
る

意
識
の
高
揚

意
識
の
高
揚

⑴
　
交
通
労
働
災
害
防
止
に
対
す
る

意
識
の
高
揚

　
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
、
表
彰
制
度
、

交
通
労
働
災
害
防
止
大
会
の
開
催
な

ど
に
よ
り
、
運
転
者
の
意
識
の
高
揚

を
図
り
ま
し
ょ
う
。
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　中小企業の人材補強は、さまざまな形で
行われています。銀行をはじめ、取引先か
ら採用を頼まれることもあります。そのよ
うな幹部社員の補強事例は数多くあります
が、その多くが成功していないのも事実で
す。なぜそうなるのでしょうか？
　企業が発展していくとともに、経営者は
「組織をつくる」、あるいは「組織で動くよ
うにしなければ」と考えます。そして、人
材として、そのような組織経験を持つ人、
つまり大企業にいた人を求めます。しかし
その結果はいつも同じで、「かつての職場
では有能に見えたのに…」となります。
　大企業の出身者が中小企業で力を発揮で
きない最大の理由は、大企業では組織で動
いているのに対し、中小企業では組織で動
いていないところにあります。
　つまり、「規模が大きくなったので、今
後は組織で動くようにしよう」というだけ

の考え方ではうまくいかないのです。
　では、「組織で動いていない」とは具体
的にどういうことなのでしょうか。
　中小企業では、上司は社長ただ一人であ
るというケースが多くあります。それまで
の長い経験から、社員全員が「社長だけを
見ていればよい」と心得ているからです。
管理職や役員であっても、一般社員と同列
で社長直属の部下になっているのです。
　これは、これまで直属の上司である管理
職や役員の指示どおりにしたが、あとで社
長にやり直しを命じられたという経験を何
度もしているからです。
　そこに、大企業という組織で働いていた
人が入ると違和感が生じます。課長は課長
として部長は部長として、それぞれの立場
から意見を述べる仕組みが整っている職場
から来た人は、社長一人が全てを決定する
環境に戸惑ってしまうのです。
　「組織で動いていこう」と考えている中
小企業経営者は先ず、自らの考えを見直す
必要があるのではないでしょうか。

人材の補強

　日本経済は2010年頃まで不況下にあり、
政府は景気対策として大規模緩和策（長期
国債の大量な発行）を実施。金融機関等は
当初、国債の買い入れをしてきたのですが、
今後の市場金利の上昇（債券の価格下落）
を見込み低い利率の債券を手放し、経営リ
スクを避ける方針に切り替えています。
　結果、長期国債の保有先の金額は下図の
ようになっています。

国債の保有状況　
機
関
投
資
家
・
K
氏
は
海
外
出

張
が
多
く
、
ま
た
海
外
の
友
人
が
多

い
。
同
業
の
イ
タ
リ
ア
人
・
A
氏

夫
妻
が
８
月
、旅
行
を
兼
ね
て
来
日
。

　
K
氏
が
食
事
に
誘
っ
た
の
は
パ
ス

タ
料
理
（
イ
タ
リ
ア
が
本
家
）
を
メ

イ
ン
メ
ニ
ュ
ー
と
す
る
S
店
（
全
国

規
模
で
展
開
す
る
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド

店
）で
す
。

　
夫
妻
共
々
「
日
本
の
パ
ス
タ
は
あ

ま
り
お
い
し
く
な
い
ネ
」。
そ
こ
で
、

K
氏
が
食
事
の
値
段
を
言
う
と
二

人
と
も
ビ
ッ
ク
リ
。

　
後
日
、
K
氏
が
A
氏
に
電
話
す

る
と
、
そ
の
翌
日
も
S
店
で
食
事

を
し
た
と
の
こ
と
で
す
。

　
多
く
の
日
本
の
方
が
食
料
を
は
じ

め
物
価
の
高
騰
に
よ
り
節
約
志
向
を

強
め
て
い
る
中
で
、
海
外
の
人
々
か

ら
見
れ
ば
、
日
本
の
物
価
の
安
さ
を

魅
力
的
に
捉
え
て
い
ま
す
。

　
K
氏
は
海
外
出
張
の
度
に
円
の

弱
さ
を
痛
感
し
、
３
年
後
も
円
安
は

続
く
だ
ろ
う
と
予
測
し
て
い
ま
す
。

円
安
に
見
る

	 主な長期国債保有額	 単位：兆円
2013/3 2024/12 増減

国内銀行 122 31 － 92
中小企業金融機関 168 59 － 109
農林水産金融機関 26 16 － 10

保険 192 188 － 4
証券投資信託 4 16 13

年金 32 32 0
公的年金 73 63 － 10
家計 22 15 － 8
海外 36 69 33
日銀 94 559 465
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※増減額の誤差は四捨五入によるものです。

発行


